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令和７年第９回　魚津市教育委員会会議録 
 

１　開催日時及び場所 

令和７年10月１日（水）　　場所　市役所第一会議室 

午後３時00分～午後３時40分　 

 

２　出欠について 

教育長　　山　瀬　　　敬 

１　番　　伊　東　潤一郎 

２　番　　山　浦　春　美 

３　番　　片　山　さゆり 

４　番　  松　本　修　治 

 

３　出席職員 

　　　　　　 

４　傍聴人　なし 

 

５　会議の要旨 

午後３時　　　山瀬教育長が開会を宣言する。 

 

（１）教育長職務代理者の指名について 

教育長より、山浦春美委員を教育長職務代理に指名した。  

 

（２）　議席の指定について 

１　番　　伊　東　潤一郎　委員 

２　番　　山　浦　春　美　委員 

３　番　　片　山　さゆり　委員 

４　番　  松　本　修　治　委員　とした。 

 

（３）会議録署名委員の指名について 

　　　２番　山浦委員を指名した。 

 

（４）前回会議録の承認 

全員異議なく承認した。 

 

 事 務 局 長 

教 育 総 務 課 長 

こ ど も 課 長 

図 書 館 長 

埋 没 林 博 物 館 長 

文化財保護係長

田　中　明　子 

村　﨑　　　博 

前　田　久　則 

小　林　幹　子 

石　須　秀　知 

塩  田　明　弘

教育委員会参事 

生涯学習・スポーツ課長 

学校給食センター所長 

水 族 館 博 物 館 長 

総 務 係 長 

生涯学習・文化係長 

ス ポ ー ツ 係 長

入　井　孝　幸

山 本 浩 司 

井 川 勇 

清 水 悟 史 

前 屋 さ お り

布　野　 久美子 

廣　川　 哲　也
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（５）議案 

 

（６）報告事項 

 

（７）その他 

①９月議会教育委員会関係質問について 

 

議　案 

【魚津市学校給食事務取扱要綱の一部改正について】 

 議案第30号 

 

議案第31号 

 

議案第32号

魚津市教育委員会表彰等規則に基づく表彰について 

　前屋総務係長から説明し、全員異議なく可決した。 

魚津市スポーツ施設の指定管理者の募集について 

廣川スポーツ係長から説明し、全員異議なく可決した。 

魚津市学校給食事務取扱要綱の一部改正について 

井川給食センター所長から説明し、全員異議なく可決した。

 (1) 

(2) 

(3)

魚津市立図書館行事予定　　　　　　　　　　　　　　 

魚津水族博物館行事予定　　　　　　　　　　　　　 

魚津埋没林博物館行事予定　　　　　　　　　　　

 教育長 

井川所長 

入井参事 

 

 

教育長 

 

 

 

井川所長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

村崎課長 

 

学校給食の公会計化に伴う負担軽減はどの程度ですか。 

学校現場の、教職員の業務負担が減ったということが一番だと思われます。 

これまで各学校の給食支援等の教員が、この会計を担うことが多く、担任をし

ながら、業務に当たっていることもありましたので、業務会計の負担がなくな

り、本当に負担軽減していると考えております。 

どの程度、具体的な負担軽減に関する数的なものを把握しておいていただけれ

ばと思います。 

先日行われた決算特別委員会の中で、残食や滞納について指摘を受けています

が、現段階で何か、お話できることはありますか。 

残食率につきましては、コロナ禍以降、伸び率が右肩上がりであり、対策を打

つ必要を認識しております。対応として、栄養教諭が各学校を訪問し、食育・給

食指導を行っております。また、残食率については、日々の給食メニューの残食

状況の把握に基づき、児童生徒の趣向志向について把握しており、栄養バランス

を考えた上で、給食のメニューづくりを心がけております。 

また、異物混入につきましては、令和７年度は、本日現在１学期及び２学期で

８件発生しております。いずれも非危険物ということで、ビニール片や、糸くず

などが混入していた事案が多く、調理業者、物資の供給業者に対して、厳しく指

導を行っているところです。今後はこのような事案が発生しないように努めて参

りたいと思っています。。 

給食については、児童生徒の命・安心安全に関わる非常に重要な要素ですの

で、教育委員会議にて定期的に状況報告してください。 

昨年度末で、50万前後の、滞納が発生しているという状況です。当然督促、或

いは催告等を実施しており、それでも、お支払いいただけない方に関しては、夜
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議事が終了したので教育長が閉会を宣した。 
 

  

 

 

 

 

 

山浦委員 

 

 

 

村崎課長 

 

 

片山委員 

 

井川所長 

 

 

 

 

教育長

間徴収を実施しました。できるだけ早めに納めていただけるように、促していく

方針です。 

給食の、費用につきましては私債権ということになり、強制力がないといった

性質があり、同様の公営住宅の家賃などの事例を参考に、手続きや支払い督促方

法などを研究して、できるだけ早めに納めていただけるように努めて参りたいと

考えています。 

　学校とのやりとりについて聞きたいのですが、これまで学校に請求書が来て、

学校で支払いしていましたが、請求書そのものが学校には一切来ないということ

ですか。教育委員会では、滞納しているご家庭を把握してると思いますが、学校

の方にはそういう方の情報は伝えられないのですか。 

学校には、そのような意味では給食の部分では関与していただいていない状況

です。直接、教育委員会から保護者に、口座引き落し不能のお知らせや督促状を

送付しています。 

残食が増えている理由は、好き嫌いなのか、小食になっているのか、理由はあ

るのでしょうか。、データ的にとってあるのですか。 

苦手な食べ物がある、定められた時間内でどうしても、食べることができない

などが理由として挙げられます。アンケート値やアンケートにつきましては、特

にとっていませんが、全国的な一般的なアンケート等を参考にしております。ど

こも同じような理由を、残食が増えている理由としているので、これらに対して

対策を打っていかなければならないなというふうに考えています。。 

理由の解明は難しい部分があると思いますが、時間をかけてでも解明していた

だければと思います。 


